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国際航空旅客運送における裁判管轄

国�

際
航
空
旅
客
運
送
に
お
け
る
裁
判
管
轄�

―
―
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
上
のFifth�Jurisdiction

に
つ
い
て
―
―

福　

村　
　

麻　

希　

子

一　

は
じ
め
に

　

国
際
航
空
運
送
に
お
け
る
運
送
人
の
民
事
責
任
・
賠
償
範
囲
等
を
規
律
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約（

1
（

の
成
立
か
ら
約
二
十
年
が
経

過
す
る
。
こ
の
間
、
技
術
の
進
歩
と
業
界
全
般
の
発
展
に
よ
り
航
空
の
安
全
性
・
信
頼
性
は
格
段
に
向
上
し
、
利
便
・
快
適
化
も
助

長
し
て
、
世
界
の
旅
客
需
要
は
堅
調
な
推
移
を
示
し
て
き
た（

（
（

。
航
空
事
業
の
国
際
化
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ
、
運
送
人
の
責
任
を
問

う
事
例
も
多
様
化
す
る
が
、
並
行
し
て
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
参
加
国
も
着
実
に
増
加
し
て
い
る（

（
（

。
か
か
る
条
約
の
広
範
な
普

一　

は
じ
め
に

二　

条
約
上
の
裁
判
管
轄

三　

近
時
の
米
国
裁
判
例

四　

若
干
の
考
察

五　

む
す
び
に
か
え
て
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及
は
、
私
法
上
の
解
決
に
お
け
る
予
測
可
能
性
を
担
保
で
き
る
点
で
、
利
害
関
係
者
に
と
っ
て
甚
だ
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
二
つ
以

上
の
国
を
つ
な
ぐ
国
際
運
送
の
性
質
上
、
旅
客
損
害
の
賠
償
責
任
を
め
ぐ
る
渉
外
的
訴
訟
で
は
、
い
か
な
る
国
が
管
轄
権
を
有
す
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。
運
送
人
・
旅
客
が
国
籍
・
住
所
・
所
在
・
活
動
等
に
よ
り
其
々
複
数
国
と
関
係
し
得
る
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に

お
い
て
は
、
国
際
裁
判
管
轄
に
係
る
明
文
規
定
が
果
た
す
役
割
は
益
々
大
き
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
三
十
三
条
「
管
轄
（Jurisdiction

（」
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
か
で
も
、
同
条
約
制
定
時
に
盛
り
込
ま
れ
た
五
番
目
の
管
轄
原
因
、
い
わ
ゆ
る
「
第
五
の
裁
判
管
轄
（Fifth�Jurisdiction

（」
の

意
義
に
つ
い
て
、
現
代
の
航
空
旅
客
運
送
の
実
情
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
、
近
時
の
米
国
裁
判
例
を
概
観
し
な
が

ら
実
務
的
に
考
察
す
る
。

二　

条
約
上
の
裁
判
管
轄

1　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
規
定

　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
は
、
運
送
人
が
有
償（

（
（

・
無
償
で
行
う
「
国
際
運
送
」、
す
な
わ
ち
、
航
空
券
記
載
の
出
発
地
・
到
達
地
が

二
つ
の
国
に
あ
る
運
送
、
ま
た
は
、
出
発
地
と
到
達
地
が
同
一
国
に
あ
っ
て
予
定
寄
港
地
が
他
国
に
あ
る
運
送
に
適
用
さ
れ
る
（
一

条
一
項
・
二
項
（。
条
約
上
、
運
送
人
は
、「
旅
客
の
死
亡
」・「
身
体
の
傷
害
（bodily�injury

（」
に
つ
い
て
、
航
空
機
上
ま
た
は
乗

降
の
た
め
の
作
業
中
に
「
事
故
（accident

（」（
（
（

に
よ
り
生
じ
た
損
害
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
責
任
を
負
う
（
十
七
条
一
項
（。
そ

し
て
、
条
約
範
囲
内
に
お
け
る
人
身
事
故
の
補
償
請
求
に
つ
い
て
、
原
告
に
は
五
つ
の
裁
判
管
轄（

6
（

か
ら
選
択
す
る
権
利
を
与
え
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
①
「
運
送
人
の
住
所
地
」、
②
「
運
送
人
の
主
た
る
営
業
所
」、
③
運
送
「
契
約
を
締
結
し
た
営
業
所
の
所
在

地
」、
④
「
到
達
地
」（
三
十
三
条
一
項
（、
お
よ
び
⑤
旅
客
の
「
住
居
地
」（
三
十
三
条
二
項
（
で
あ
る
。
こ
の
⑤Fifth�Jurisdiction
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は
、
旅
客
の
死
傷
損
害
に
限
定
さ
れ
、
手
荷
物
・
貨
物
の
損
害
に
関
す
る
責
任
追
及
訴
訟
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
裁

判
管
轄
に
係
る
定
め
は
、
損
害
発
生
前
に
お
け
る
当
事
者
間
の
「
特
別
な
合
意
」
に
よ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ず
（
四
十
九

条
（、
そ
の
意
味
で
強
行
規
定
性
を
有
す
る（

（
（

。

第
三
十
三
条
二
項

旅
客
の
死
亡
又
は
傷
害
か
ら
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
の
訴
え
は
、
一
に
規
定
す
る
裁
判
所
の
ほ
か
、
事
故
の
発
生
の
時
に
旅
客

が
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
を
有
し
て
い
た
締
約
国
の
領
域
に
お
け
る
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
関
係
す
る
運
送

人
が
、
自
己
の
航
空
機
に
よ
り
又
は
商
業
上
の
合
意
に
基
づ
き
他
の
運
送
人
が
所
有
す
る
航
空
機
に
よ
り
当
該
締
約
国
の
領
域
と
の
間
で
旅

客
の
航
空
運
送
を
行
っ
て
お
り
、
及
び
当
該
関
係
す
る
運
送
人
が
、
自
己
又
は
商
業
上
の
合
意
の
下
に
あ
る
他
の
運
送
人
が
賃
借
し
又
は
所

有
す
る
施
設
を
利
用
し
て
、
当
該
締
約
国
の
領
域
内
で
旅
客
の
航
空
運
送
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

　

原
告
がFifth�Jurisdiction

を
選
択
す
る
場
合
、
三
つ
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
ず
、「
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
（principal�and�perm

anent�residence

（」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
、「
事
故

の
発
生
の
時
」
に
「
一
定
し
た
、
か
つ
恒
常
的
な
一
の
居
住
地
（the�one�fixed�and�perm

anent�abode�of�the�passenger

（」
を

い
い
、
旅
客
の
国
籍
は
決
定
的
要
因
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
（
三
十
三
条
三
項
（
b
（（。
次
に
、
運
送
人
と
提
訴
締
約
国
と
の
関
係
性

に
つ
い
て
、
運
送
人
が
当
該
国
の
領
域
に
自
社
ま
た
は
他
の
運
送
人
の
航
空
機
を
就
航
さ
せ
て
旅
客
の
航
空
運
送
を
行
っ
て
い
た
こ

と
（operates�services

（
が
求
め
ら
れ
る
。
加
え
て
、
同
領
域
内
で
賃
借
ま
た
は
所
有
の
「
施
設
を
利
用
し
て
（from

�prem
ises

（」

旅
客
の
運
送
業
務
を
遂
行
し
て
い
た
こ
と
（conducts�its�business

（
が
要
求
さ
れ
る
。
な
お
、「
商
業
上
の
合
意
」
と
は
、
共
同

し
て
旅
客
運
送
業
務
を
行
う
こ
と
に
関
す
る
運
送
人
間
の
契
約
を
対
象
と
し
、
代
理
店
契
約
を
含
む
も
の
で
は
な
い
（
三
十
三
条
三

項
（
a
（（。
こ
の
よ
う
に
、
旅
客
の
居
住
国
に
お
い
て
運
送
人
が
役
務
提
供
を
行
い
、
営
業
施
設
で
業
務
遂
行
し
て
当
該
国
に
存
在
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す
る
こ
と
を
制
約
と
し
て
課
し（

（
（

、
旅
客
の
便
宜
と
航
空
会
社
の
応
訴
義
務
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
配
慮
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
昨
今
の
航
空
運
送
事
業
は
、
経
済
合
理
性
を
追
求
し
な
が
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
の
提
携
関
係
を
複
雑
に
進
化
さ
せ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
航
空
会
社
間
の
契
約
に
よ
り
一
つ
の
便
に
自
社
・
他
社
の
便
名
を
付
す
コ
ー
ド
シ
ェ
ア
（code�sharing

（
（
（

（
に

よ
る
運
送
形
態
は
一
般
に
広
く
認
知
さ
れ
る
が
、
コ
ー
ド
シ
ェ
ア
便
に
お
い
て
旅
客
に
死
傷
が
生
じ
た
場
合
、
原
告
は
、
実
際
に
運

航
し
た
「
実
行
運
送
人
（actual�carrier

（」
ま
た
は
自
己
便
名
で
販
売
し
た
「
契
約
運
送
人
（contracting�carrier

（」
の
い
ず
れ

か
一
方
ま
た
は
双
方
に
対
し
、
併
せ
て
ま
た
は
個
別
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
十
五
条
（（

（1
（

。
た
だ
し
、
裁
判
管
轄
は
、
契
約

運
送
人
に
対
し
て
は
三
十
三
条
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
裁
判
所
と
さ
れ
、
実
行
運
送
人
に
つ
い
て
は
そ
の
住
所
地
、
ま
た
は
主
た
る

営
業
所
が
所
在
す
る
裁
判
所
に
限
ら
れ
る
（
四
十
六
条
（。

2　

歴
史
的
背
景

　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
は
、
そ
の
前
文
に
謳
う
通
り
、「
国
際
航
空
運
送
に
お
け
る
消
費
者
の
利
益
の
保
護
を
確
保
す
る
こ
と
の

重
要
性
」
と
「
衡
平
な
賠
償
の
必
要
性
を
認
識
し
」
て
、
ワ
ル
ソ
ー
体
制（

（（
（

を
全
面
的
に
近
代
化
し
、
整
理
・
統
合
さ
れ
た
単
一
の
新

し
い
条
約
で
あ
る
。
利
用
者
保
護
強
化
を
図
る
同
条
約
の
最
大
の
成
果
は
、
旅
客
・
手
荷
物
・
貨
物
の
損
害
に
対
す
る
運
送
人
の
責

任
上
限
を
撤
廃
し
、
一
定
の
賠
償
限
度
額（

（1
（

ま
で
無
過
失
責
任
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。
さ
ら
に
、
旅
客
死
傷
の
訴
え
に
関
す
る
裁
判

管
轄
の
追
加
的
規
定
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
条
約
作
成
過
程
で
最
も
議
論
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ

た
と
い
う（

（1
（

。

　

条
約
草
案
審
議
の
記
録（

（1
（

に
よ
れ
ば
、Fifth�Jurisdiction

を
強
力
に
推
進
し
た
米
国
は
、
ワ
ル
ソ
ー
体
制
下
で
は
、
た
と
え
運
送

人
が
旅
客
居
住
地
で
実
質
的
に
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
も
、
二
十
八
条
に
定
め
る
四
つ
の
場
所
の
い
ず
れ
か
一
と
合
致
し

な
い
限
り
、
旅
客
は
自
己
の
居
住
地
に
お
い
て
訴
訟
を
提
起
で
き
な
い
こ
と
が
不
公
正
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。
既
に
一
九
七
一
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年
グ
ァ
テ
マ
ラ
議
定
書（

（1
（

に
は
米
国
の
要
請
が
反
映
さ
れ
、
旅
客
の
死
傷
・
延
着
・
手
荷
物
の
損
害
に
つ
い
て
、
運
送
人
の
施
設
場
所

と
同
一
の
締
約
国
に
あ
る
場
合
は
、「
旅
客
の
住
所
地
ま
た
は
恒
久
的
な
居
住
地
（dom

icile�or�perm
anent�residence

（」
に
訴
え

を
提
起
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
（
十
二
条
二
項
（、
同
議
定
書
は
米
国
が
締
結
せ
ず
、
結
果
的
に
発
効
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
米
国
は
、
裁
判
管
轄
の
追
加
設
定
が
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
批
准
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
し
て
、
外
国
の
裁

判
所
で
補
償
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
か
ら
自
国
民
を
保
護
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る（

（1
（

。Fifth�Jurisdiction

の
必
要
性
に
関

し
、
米
国
は
、
航
空
提
携
関
係
の
複
雑
化
に
よ
り
自
国
で
補
償
請
求
で
き
な
い
旅
客
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
国
内
裁
判
所
で
あ
れ

ば
、
請
求
者
は
適
用
法
令
・
補
償
水
準
を
予
期
で
き
る
こ
と
、
最
も
慣
れ
親
し
ん
だ
裁
判
所
へ
の
提
訴
を
可
能
せ
し
め
る
こ
と
で
公

平
性
・
妥
当
性
を
担
保
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
た（

（1
（

。
そ
し
て
、
重
大
な
航
空
機
事
故
で
は
、
多
く
の
請
求
者
が
航
空
券
を
購
入
し
た

地
、
す
な
わ
ち
自
国
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
管
轄
原
因
の
追
加
を
も
っ
て
し
て
も
航
空
会
社
の
応
訴
負
担
は
最

小
限
に
留
ま
る
と
し
た（

11
（

。
し
か
し
、
発
展
途
上
国
は
こ
のFifth�Jurisdiction

に
対
し
て
消
極
的
で
、
自
国
の
航
空
会
社
が
米
国

に
就
航
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
比
較
的
高
額
な
賠
償
が
認
め
ら
れ
易
い
米
国
の
裁
判
権
に
服
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
し
て
い
た

と
い
う（

1（
（

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
ワ
ル
ソ
ー
体
制
下
の
四
つ
の
管
轄
原
因
で
圧
倒
的
多
数
の
事
件
を
解
決
で
き
る
こ
と
、Fifth�

Jurisdiction

の
創
設
は
世
界
的
に
運
送
人
の
賠
償
責
任
を
大
幅
に
引
き
上
げ
、
こ
れ
に
よ
り
保
険
料
が
上
昇
し
、
ひ
い
て
は
航
空

券
が
値
上
が
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
国
際
航
空
運
送
の
成
長
に
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る（

11
（

。
結
局
、
対
立
見

解
の
妥
協
策
と
し
て
、
旅
客
居
住
地
を
所
管
す
る
締
約
国
と
運
送
人
と
の
関
係
性
を
前
提
要
件
と
し
て
盛
り
込
み
、
三
十
三
条
二

項
・
三
項
が
受
容
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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三　

近
時
の
米
国
裁
判
例

　

国
際
航
空
運
送
か
ら
生
じ
た
旅
客
の
身
体
的
損
害
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
う
ち
、Fifth�Jurisdiction

に
関
連
す
る
裁
判
例
を
取
り
上

げ
よ
う
。
航
空
業
界
の
牽
引
役
た
る
米
国
で
蓄
積
さ
れ
る
多
く
の
判
例
は
、
各
国
裁
判
所
に
お
い
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
、
航
空
運

送
法
実
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
た
が
っ
て
、
米
国
判
例
の
動
向
を
中
心
に
、
条
約
規
定
の
運
用
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。1　

旅
客
居
住
地
の
要
件
に
関
す
る
判
断

（
1
）H

ornsby v. Lufthansa Germ
an A

irlines

（
11
（

　

二
〇
〇
七
年
二
月
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
発
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
行
き
国
際
線
の
機
内
で
タ
ー
ビ
ュ
ラ
ン
ス
に
よ
り
負
傷
し
た
旅
客
は
、

実
行
運
送
人
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
に
対
す
る
賠
償
を
求
め
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
米
国
民
の
原
告
は
、
当
時
ド
イ

ツ
で
生
計
を
立
て
て
お
り
、
ド
イ
ツ
を
出
発
地
・
到
達
地
と
す
る
往
復
航
空
券
を
利
用
し
て
往
路
便
に
搭
乗
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
件
で
は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
上
、
米
国
が
適
切
に
管
轄
権
を
有
す
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

被
告
は
、
事
故
発
生
時
の
原
告
の
「
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
」
は
ド
イ
ツ
で
あ
る
と
し
、
現
に
原
告
は
約
二
年
前
に
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
の
自
宅
を
売
り
、
ド
イ
ツ
に
て
郵
便
物
を
受
け
取
り
、
電
話
番
号
・
銀
行
口
座
・
選
定
医
師
を
も
ち
、
犬
猫
ペ
ッ
ト
と

暮
ら
し
、
二
〇
〇
七
年
は
米
国
よ
り
も
ド
イ
ツ
滞
在
が
長
期
で
あ
っ
た
事
実
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
は
、
米
国
で
も
銀

行
口
座
・
郵
便
私
書
箱
を
維
持
し
、
所
得
申
告
を
行
い
、
倉
庫
に
家
具
を
収
納
保
管
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
は
定
期
更
新
を
要
す
る
期

間
限
定
の
滞
在
許
可
を
得
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
事
実
を
挙
げ
て
反
論
し
た
。
そ
し
て
、
原
告
は
、
宣
誓
書
に
お
い
て
、
ド
イ

ツ
そ
の
他
の
米
国
外
に
永
住
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
米
国
に
戻
る
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
明
し
た
。
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本
件
で
は
、
三
十
三
条
二
項
の
「residence

」
の
解
釈
が
争
わ
れ
た
。
被
告
は
、
同
用
語
は
そ
れ
以
外
の
意
味
を
含
む
も
の
で

は
な
く
、「dom

icile

（
住
所
地
（」
と
は
異
に
す
べ
き
と
し
、
そ
も
そ
も
「
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
」
は
同
時
に
複
数
を
も
つ

こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
否
定
し
、「principal�and�perm

anent�residence

」
を
定
義

す
る
「fixed�and�perm

anent�abode

」
と
は
、
条
約
作
成
当
時
の
辞
書
に
依
拠
す
れ
ば
「residence

」
よ
り
「dom

icile

」
観

念
に
近
く
、
こ
の
解
釈
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
正
文
と
す
る
条
約
の
性
質
や
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
交
渉
経
緯
に
照
ら
し
て
も
締
約
国

の
意
図
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
特
に
「perm

anent

」
の
用
語
に
よ
り
「
そ
こ
に
留
ま
る
意
思

（subjective�intent�to�rem
ain

（」
の
概
念
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
の
原
告
主
張
を
支
持
し
た
。
こ
う
し
て
、
裁
判
所
は
、
原
告

は
ド
イ
ツ
に
暮
ら
し
な
が
ら
も
米
国
へ
の
帰
還
を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
原
告
の
「
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
」
は
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
米
国
の
裁
判
権
を
肯
定
す
る
帰
結
は
、
航
空
会
社
よ
り
旅
客
の
利
益
を
優
先

す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
趣
旨
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。

（
2
）Choi v. A

siana A
irlines, Inc.

（
11
（

　

二
〇
一
二
年
八
月
、
ハ
ワ
イ
発
ソ
ウ
ル
行
き
ア
シ
ア
ナ
航
空
運
航
便
が
シ
ビ
ア
タ
ー
ビ
ュ
ラ
ン
ス
に
遭
遇
し
、
そ
の
揺
れ
で
怪
我

を
し
た
韓
国
籍
旅
客
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
果
た
し
て
米
国
が
旅
客
の
「
主
要
か
つ

恒
常
的
な
居
住
地
」
で
あ
っ
た
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

　

原
告
は
、
米
国
永
住
権
を
有
し
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
家
族
で
米
国
へ
の
移
住
を
計
画
し
、
一
時
的
に
ハ
ワ
イ
で
は
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア

ム
を
購
入
し
て
い
た
と
い
う
。
二
〇
〇
八
年
頃
か
ら
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
子
供
を
学
校
に
通
わ
せ
な
が
ら
姉
妹
と
暮
ら
し
、
同

州
運
転
免
許
証
を
有
し
、
自
動
車
保
険
に
加
入
し
、
米
国
社
会
保
障
カ
ー
ド
、
銀
行
口
座
を
保
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
原
告
に
は

ア
パ
ー
ト
賃
貸
そ
の
他
の
住
宅
契
約
を
締
結
し
た
証
拠
も
な
く
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
間
、
一
週
間
な
い
し
三
週
間
程
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度
の
滞
在
を
繰
り
返
し
な
が
ら
両
国
を
行
き
来
し
て
い
た
も
の
の
、
米
国
の
年
間
合
計
滞
在
期
間
が
八
週
間
を
超
え
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

　

裁
判
所
は
、
原
告
の
物
理
的
居
住
実
態
に
着
目
し
た
。
事
故
発
生
時
に
ソ
ウ
ル
で
大
学
教
授
と
し
て
働
い
て
い
た
原
告
は
、
現
地

に
住
居
を
構
え
て
お
り
、
対
し
て
米
国
で
は
一
年
な
い
し
二
年
以
上
滞
在
し
た
特
定
の
住
所
の
記
録
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
家

族
・
友
人
宅
で
の
滞
在
は
「
訪
問
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
原
告
が
「
将
来
的
に
（som

eday

（」
米
国
を

「
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
」
と
す
る
主
観
的
意
思
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
韓
国
と
米
国
の
関
係
に
お
い
て
は
、
事
故
当
時

に
米
国
が
条
約
上
の
「
一
定
か
つ
恒
常
的
な
一
の
居
住
地
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

2　

運
送
人
の
要
件
に
関
す
る
判
断

（
1
）Erw

in-Sim
pson v. A

irA
sia Berhad

（
11
（

　

二
〇
一
六
年
三
月
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
発
プ
ノ
ン
ペ
ン
行
き
エ
ア
ア
ジ
ア
運
航
便
の
機
内
で
客
室
乗
務
員
に
熱
湯
を
こ
ぼ
さ
れ
、

そ
の
後
の
旅
行
を
断
念
し
た
旅
客
は
、
同
乗
者
の
夫
と
共
に
、
エ
ア
ア
ジ
ア
と
エ
ア
ア
ジ
ア
Ｘ
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
て
ワ
シ

ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。

　

エ
ア
ア
ジ
ア
Ｘ
は
、
本
件
発
生
後
は
ホ
ノ
ル
ル
に
も
旅
客
便
を
運
航
す
る
が
、
単
に
エ
ア
ア
ジ
ア
グ
ル
ー
プ
の
関
連
企
業
で
あ
る
。

エ
ア
ア
ジ
ア
と
は
株
式
市
場
で
の
存
在
も
取
締
役
も
異
な
る
独
立
し
た
法
人
と
し
て
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
上
、
本
件
損
害
の
賠

償
責
任
を
負
う
べ
き
運
送
人
に
該
当
し
な
い
。
そ
こ
で
、
被
告
エ
ア
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
、
自
己
ま
た
は
他
の
運
送
人
が
所
有
す
る
航

空
機
に
よ
っ
て
米
国
と
の
間
で
旅
客
航
空
運
送
を
行
っ
て
い
た
か
、
賃
借
・
所
有
す
る
施
設
を
利
用
し
て
米
国
内
で
運
送
業
務
を
遂

行
し
て
い
た
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
な
お
、
原
告
は
米
国
に
居
住
す
る
た
め
、
条
約
上
の
旅
客
居
住
地
要
件
の
充
足
に
関
す
る

争
い
は
な
か
っ
た
。
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マ
レ
ー
シ
ア
に
本
拠
地
を
置
く
エ
ア
ア
ジ
ア
は
、
米
国
領
土
に
就
航
し
て
お
ら
ず
、
米
国
内
で
は
事
業
所
な
い
し
従
業
員
を
も
た

な
い
。
そ
こ
で
、
航
空
機
を
利
用
し
た
役
務
提
供
（operates�services

（
の
要
件
に
つ
い
て
、
原
告
主
張
は
、
ホ
ノ
ル
ル
に
就
航

す
る
エ
ア
ア
ジ
ア
Ｘ
と
商
業
上
の
関
係
性
を
有
す
る
こ
と
に
依
拠
し
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
否
定
し
た
。
同
様
に
、
米
国
内
に
お

け
る
業
務
遂
行
（conducts�its�business

（
の
要
件
に
関
し
て
も
、
裁
判
所
は
、
条
約
規
定
文
な
い
し
条
約
成
立
経
緯
を
整
理
・
検

討
し
た
う
え
で
、
運
送
人
は
米
国
内
で
賃
借
ま
た
は
所
有
す
る
「
物
理
的
場
所
（som

e�physical�location

（」
で
事
業
を
行
う
と
解

す
べ
き
で
あ
り
、
と
り
わ
け
提
訴
国
に
お
け
る
運
送
人
の
「
物
理
的
存
在
（physical�presence

（」
の
要
求
は
、Fifth�

Jurisdiction

導
入
対
立
の
妥
協
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
告
は
、
エ
ア
ア
ジ
ア
が
運
営
す
る
米
国
消
費
者
向
け

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
「
仮
想
上
の
施
設
（virtual�prem

ises

（」
と
し
て
扱
う
べ
き
と
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
条
約
起
草
者
は

Fifth�Jurisdiction

に
は
伝
統
的
な
「
物
理
的
施
設
（physical�prem

ises

（」
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
事
実
上
、
あ

ら
ゆ
る
航
空
会
社
が
米
国
で
利
用
可
能
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
展
開
し
て
航
空
券
販
促
活
動
を
行
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
状
況
を
踏
ま
え

て
も
、
通
常
の
意
味
を
超
え
る
広
汎
な
文
言
解
釈
は
、
慎
重
な
政
策
的
バ
ラ
ン
ス
を
乱
す
こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。

3　

Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
よ
る
判
断

　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
要
件
を
満
た
し
、
米
国
が
適
法
に
裁
判
管
轄
を
有
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
裁

量
に
よ
り
、
管
轄
権
行
使
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
で
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
（Forum

�N
on�Conveniens

：

不
便
宜
法
廷
地
（
法
理
に
基
づ
き
、
他
国
の
裁
判
管
轄
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
存
在
す
る
場
合
は
訴
え
が
却
下

さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、Fifth�Jurisdiction

の
有
用
性
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
と
の
関
連
性
も
絡
め
て
検
討
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。



1（0

法学研究 94 巻 1 号（2021：1）

（
1
）
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理

　

Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
は
、
僅
か
な
連
結
点
を
手
掛
か
り
と
し
て
訴
訟
地
が
選
ば
れ
る
こ
と
の
不
都
合
を
克
服
す
る
た
め
に
発
達
し
た
理
論（

11
（

で
あ
る
。
簡
単
に
、
米
国
に
お
け
る
同
法
理
の
分
析
基
準（

11
（

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

先
ず
、
被
告
の
主
張
す
る
代
替
の
裁
判
地
に
お
い
て
、
当
事
者
全
て
が
そ
の
管
轄
権
の
範
囲
に
お
け
る
手
続
処
理
に
従
え
る
場
合

に
利
用
可
能
性
（availability

（
が
肯
定
さ
れ
、
救
済
手
段
を
確
保
の
う
え
不
公
平
な
扱
い
を
受
け
な
い
と
き
は
、
当
該
裁
判
地
が

適
切
で
あ
る
（adequacy

（
と
さ
れ
る
。
次
に
、
私
的
利
益
（private�interest

（
と
公
共
的
利
益
（public�interest

（
と
を
比
較
衡

量
し
、
い
ず
れ
の
裁
判
地
が
審
理
・
決
定
に
適
す
る
の
か
検
討
さ
れ
る
。
私
的
利
益
は
、
証
拠
利
用
性
、
証
人
出
廷
可
能
性
等
、
事

件
の
審
理
が
容
易
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
阻
害
し
得
る
実
務
上
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
原
告
に
と
っ
て
裁
判
地

が
便
宜
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
原
告
が
米
国
民
・
米
国
居
住
者
の
場
合
は
強
く
推
定
さ
れ
、
外
国
人
原
告
に
は
弱
い
推
定
が
働
く
こ

と
に
な
る
。
公
共
的
利
益
は
、
裁
判
所
の
行
政
手
続
、
住
民
の
陪
審
義
務
負
担
等
、
地
域
的
利
益
を
勘
案
し
た
分
析
が
な
さ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
原
告
が
居
住
地
を
所
管
す
る
裁
判
地
を
選
択
し
た
と
き
は
、
原
告
の
選
択
に
対
す
る
実
質
的
な
尊
重
が
与
え
ら
れ
る
た

め
、
相
対
的
に
、
外
国
人
原
告
に
よ
る
米
国
裁
判
所
の
選
択
は
尊
重
の
程
度
が
低
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）In re A

ir Crash O
ver M

id-A
tlantic on June 1, 2009

（
11
（

　

二
〇
〇
九
年
六
月
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
発
パ
リ
行
き
エ
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
運
航
便
は
飛
行
中
に
失
速
し
て
大
西
洋
上
に
墜
落
し
、

乗
客
乗
員
二
二
八
人
全
員
が
死
亡
し
た
。
こ
の
大
惨
事
で
犠
牲
と
な
っ
た
旅
客
の
遺
族
ら
が
米
国
で
提
起
し
た
訴
訟
は
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
裁
判
所
に
て
統
合
さ
れ
た
が
、
米
国
籍
夫
妻
旅
客
の
エ
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
航
空
に
対
す
る
賠
償
請
求
に
つ
い
て
、
条
約
三
十

三
条
二
項
の
要
件
該
当
性
を
認
め
た
う
え
で
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
条
約
の
解
釈
が
争
わ
れ
た
。

　

本
件
で
は
、
先
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
購
入
し
た
往
復
航
空
券
で
旅
行
し
て
い
た
米
国
籍
夫
妻
の
「
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
」
が
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米
国
で
あ
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
被
告
は
、
事
故
発
生
時
の
旅
客
の
居
住
地
に
つ
い
て
、
夫
は
当
時
、
米
国
企
業
の
海
外
関

連
会
社
に
勤
め
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
約
十
三
カ
月
間
、
夫
人
は
約
十
二
カ
月
居
住
し
て
い
た
事
実
を
追
及
し
た
が
、
裁
判
所
は
、「
事
故

当
時
」
と
い
う
文
言
は
、
単
に
「
主
要
か
つ
恒
久
的
な
」
住
居
の
場
所
を
決
定
す
る
際
に
裁
判
所
が
注
目
す
べ
き
期
間
を
い
う
と
し

た
。
他
方
、
原
告
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
夫
の
仕
事
上
の
一
時
的
な
任
務
の
た
め
に
赴
任
し
た
に
過
ぎ
ず
、
テ
キ
サ
ス
州
の
自
宅
は
夫
人

の
息
子
が
管
理
し
、
夫
妻
は
自
宅
で
郵
便
物
を
受
け
取
り
、
同
州
で
確
定
申
告
を
行
っ
て
い
た
事
実
関
係
を
挙
げ
て
反
論
し
た
。
裁

判
所
は
、
こ
れ
を
支
持
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
夫
が
国
際
的
な
職
務
に
就
く
間
の
暫
定
的
な
居
住
で
あ
っ
た
と
す
る
証
拠
に
基
づ
き
、
事

故
発
生
時
の
彼
ら
の
「
一
定
し
た
恒
常
的
な
居
住
地
」
は
む
し
ろ
米
国
内
に
あ
っ
た
と
し
て
、
米
国
の
裁
判
権
を
肯
定
し
た
。

　

次
に
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
よ
る
被
告
の
抗
弁
に
つ
い
て
、
原
告
は
、
前
身
の
ワ
ル
ソ
ー
条
約
と
の
関
係
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
先

例
（
11
（

に
照
ら
せ
ば
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
は
条
約
上
のFifth�Jurisdiction

と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所

は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
は
、
ワ
ル
ソ
ー
条
約
同
様
に
裁
判
地
国
の
手
続
法
を
組
み
込
ん
だ
も
の
の
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
の
適
用
に
関

し
て
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
ワ
ル
ソ
ー
条
約
制
定
当
時
の
事
情
と
異
な
り
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
批
准
時

に
は
既
に
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
は
確
立
し
た
有
効
な
手
続
で
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
、
同
条
約
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
よ
り
訴
え
を
却
下
す
る

裁
判
所
の
裁
量
を
無
効
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
。Fifth�Jurisdiction

と
裁
判
地
国
の
手
続
法
を
考
慮
し
た
組
み
合
わ
せ

は
、
原
告
に
裁
判
管
轄
の
選
択
を
与
え
つ
つ
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
を
採
用
す
る
裁
判
所
に
他
裁
判
地
の
適
切
性
評
価
を
許
容
す
る
こ
と
で
、

原
告
の
選
択
を
制
限
す
る
意
図
を
も
示
す
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
本
件
で
は
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
則
っ
て
諸
要
素
が
分
析
・
衡
量
さ
れ
、

よ
り
適
切
な
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
と
し
て
、
訴
え
は
退
け
ら
れ
た
。

（
3
）D

elgado v. D
elta A

ir Lines, Inc.

（
1（
（

　

二
〇
一
二
年
五
月
、
マ
イ
ア
ミ
発
パ
リ
行
き
エ
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
航
空
運
航
便
に
搭
乗
し
た
米
国
籍
旅
客
は
、
パ
リ
空
港
で
の
降
機
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時
に
、
機
体
に
取
り
付
け
ら
れ
た
可
動
式
階
段
か
ら
転
落
し
て
重
度
の
頭
部
外
傷
を
負
い
、
そ
の
後
現
地
病
院
で
死
亡
し
た
。
当
該

コ
ー
ド
シ
ェ
ア
便
の
契
約
運
送
人
で
あ
っ
た
デ
ル
タ
航
空
に
対
し
遺
族
が
提
起
し
た
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
は
、
旅
客
居
住
地
を
所
管

す
る
フ
ロ
リ
ダ
州
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
に
よ
り
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
基
づ
く
訴
え
却
下
が
申
し
立
て
ら
れ
た
。

　

し
か
し
、
本
件
は
一
年
に
及
ぶ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
（
証
拠
開
示
手
続
（
も
終
了
し
、
既
に
ト
ラ
イ
ア
ル
（
事
実
審
理
（
期
日
も
設
定
さ

れ
て
い
た
。
加
え
て
、
問
題
の
可
動
式
階
段
は
修
理
後
使
用
再
開
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
証
言
録
取
に
関
連
す
る
報
告
資
料

の
英
訳
も
完
了
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
条
約
上
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
を
採
用
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
法

的
救
済
手
段
が
確
保
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
は
よ
り
適
切
な
代
替
裁
判
地
と
し
て
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
で
も
、
私

的
利
益
の
観
点
は
訴
え
却
下
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
公
共
的
利
益
に
関
し
て
も
、
米
国
民
と
米
国
企
業
の
問

題
に
つ
い
て
米
国
市
民
に
陪
審
義
務
を
課
す
こ
と
は
不
公
正
に
負
担
を
強
い
る
も
の
で
も
な
く
、
行
政
手
続
上
裁
判
所
が
過
酷
な
負

荷
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
先
例（

11
（

を
踏
ま
え
、
本
件
却
下
後
に
お
い
て
原
告
が
フ
ラ
ン
ス
で
不
当
に
権
利
侵
害
さ

れ
る
こ
と
な
く
訴
訟
を
再
開
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
と
し
、
米
国
の
裁
判
権
行
使
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

（
4
）Eldeeb v. D

elta A
irlines, Inc.

（
11
（

　

二
〇
一
六
年
五
月
、
末
期
が
ん
を
患
う
旅
客
は
、
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
発
パ
リ
行
き
エ
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
航
空
運
航
便
に
搭
乗
し
た
が
、

パ
リ
空
港
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
予
約
し
て
い
た
車
椅
子
サ
ー
ビ
ス
が
手
配
さ
れ
ず
、
目
的
地
カ
イ
ロ
に
向
か
う
予
定
乗
継
便

に
搭
乗
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
次
便
ま
で
一
二
時
間
の
待
機
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
カ
イ
ロ
到
着
後
も
、
医
薬
品
を
含
む
受
託
手

荷
物
の
受
領
が
一
週
間
遅
延
し
、
旅
客
は
翌
月
に
現
地
で
死
亡
し
た
。
そ
こ
で
、
旅
客
の
相
続
人
は
、
契
約
運
送
人
デ
ル
タ
航
空
と

実
行
運
送
人
エ
ー
ル
フ
ラ
ン
ス
航
空
に
対
し
、
ミ
ネ
ソ
タ
州
裁
判
所
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
基
づ

き
、
訴
え
が
却
下
さ
れ
た
最
近
の
事
例
で
あ
る
。



1（（

国際航空旅客運送における裁判管轄
　

確
か
に
、
本
件
旅
客
は
ミ
ネ
ソ
タ
州
居
住
者
で
あ
り
、
航
空
券
を
発
行
し
た
デ
ル
タ
航
空
の
営
業
所
も
同
州
に
所
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
裁
判
所
は
、
被
告
ら
が
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
管
轄
な
い
し
送
達
に
つ
い
て
合
意
し
た
点
を
考
慮
し
、
手
続
上
の
複
雑
な
事
情

も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
は
フ
ラ
ン
ス
が
よ
り
適
切
な
代
替
裁
判
地
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
死
因
関
連
事
象
は
パ
リ
空

港
内
で
生
じ
、
証
拠
の
利
用
性
・
判
決
執
行
等
の
問
題
を
勘
案
す
れ
ば
、
訴
訟
当
事
者
の
私
的
利
益
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
裁
判
に
際

し
て
生
じ
る
原
告
の
不
便
さ
に
比
し
て
実
質
的
に
上
回
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
の
重
要
事
実
は
フ
ラ
ン
ス
が
大
い
に
関
係
性
を
有
す

る
と
し
て
、
公
共
的
利
益
も
フ
ラ
ン
ス
が
優
越
す
る
と
判
示
し
た
。
こ
う
し
て
、
被
告
ら
の
訴
え
却
下
の
申
立
が
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

（
5
）D

ordieski v. A
ustrian A

irlines, A
G

（
11
（

　

本
件
で
は
、
出
生
時
よ
り
脊
髄
破
損
を
患
っ
て
右
足
が
変
形
・
硬
直
し
、
車
椅
子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
米
国
籍
旅
客
が

介
護
人
と
共
に
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
向
か
う
旅
程
で
、
足
元
の
広
い
座
席
を
予
約
し
て
シ
カ
ゴ
発
ウ
ィ
ー
ン
行
き
オ
ー
ス
ト
リ
ア
航
空
運

航
便
に
搭
乗
し
た
も
の
の
、
機
体
上
の
問
題
発
生
に
よ
り
カ
ナ
ダ
・
ト
ロ
ン
ト
に
緊
急
着
陸
し
、
翌
日
再
搭
乗
し
た
機
内
で
は
ス

ペ
ー
ス
の
狭
い
座
席
を
強
い
ら
れ
た
た
め
に
、
足
を
骨
折
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
原
告
旅
客
は
、
自
己
の
居
住
地
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州

で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
航
空
、
ト
ロ
ン
ト
空
港
の
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
受
託
会
社
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
が
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ

法
理
に
よ
る
訴
え
却
下
の
申
立
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
航
空
は
、
米
国
に
旅
客
便
を
就
航
さ
せ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
・
イ
リ
ノ
イ
州
を
含
む
国
内
で
継
続
的
に
運
送
業
務

を
行
っ
て
い
る
た
め
、Fifth�Jurisdiction

に
基
づ
く
米
国
の
裁
判
権
に
つ
い
て
争
い
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
件
で
は
、
カ
ナ
ダ
が

代
替
裁
判
地
と
し
て
利
用
可
能
か
つ
適
切
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
裁
判
所
は
、
私
的
利
益
に
つ
い
て
、
原
告
が
自
活
不
能
な

障
が
い
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
航
空
は
国
際
旅
客
運
送
事
業
に
従
事
す
る
の
だ
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
重
要
証
人
を
輸
送
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で
き
、
証
拠
収
集
関
連
費
用
と
便
宜
の
問
題
は
明
ら
か
に
原
告
に
有
利
に
働
く
と
し
た
。
公
共
的
利
益
に
関
し
て
も
、
両
当
事
者
は

カ
ナ
ダ
へ
の
着
陸
を
予
期
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
米
国
に
居
住
す
る
自
国
民
が
国
内
で
運
送
契
約
を
締
結
し
、
米
国
を
出
発
し
た
航

空
運
送
に
係
る
本
件
は
米
国
と
強
い
結
び
付
き
が
あ
る
と
し
た
。
特
に
、
車
椅
子
生
活
で
無
収
入
の
原
告
と
、
国
際
運
送
を
事
業
と

し
て
世
界
各
地
で
商
取
引
・
訴
訟
に
精
通
す
る
被
告
の
い
ず
れ
が
外
国
訴
訟
に
応
じ
る
こ
と
が
適
当
か
に
つ
い
て
は
「
実
用
的
に

（pragm
atic

（」
検
討
す
べ
き
と
し
、
裁
判
所
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
航
空
は
原
告
の
裁
判
管
轄
選
択
に
打
ち
勝
つ
ほ
ど
に
高
度
な
立

証
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
と
し
て
訴
え
却
下
の
申
立
を
退
け
た
。

四　

若
干
の
考
察

1　

条
約
要
件
該
当
性
の
運
用

　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
三
十
三
条
二
項
「
主
要
か
つ
恒
常
的
な
居
住
地
」
に
つ
い
て
、
国
際
運
送
の
利
用
旅
客
が
自
国
民
で
あ
り

な
が
ら
他
国
で
居
住
し
て
い
た
場
合
、
反
対
に
、
他
国
民
が
自
国
で
居
住
し
て
い
た
場
合
に
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
争
い
と
な
る
。

こ
の
点
、
米
国
裁
判
所
で
は
、
居
住
性
に
関
す
る
客
観
的
事
実
の
み
な
ら
ず
、
本
人
が
当
該
国
に
永
久
に
居
住
す
る
意
思
、
あ
る
い

は
米
国
帰
還
の
意
思
を
有
し
て
い
た
か
を
問
題
と
し
、
主
観
的
要
素
を
考
慮
す
る
。
も
っ
と
も
、
外
国
籍
旅
客
の
外
国
航
空
会
社
に

対
す
る
賠
償
請
求
で
は
、
た
と
え
旅
客
が
米
国
永
住
権
を
取
得
し
、
将
来
的
に
居
住
す
る
意
思
を
示
し
た
と
し
て
も
、
事
故
当
時
の

米
国
居
住
に
係
る
具
体
的
な
証
拠
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
特
に
他
国
と
の
往
来
を
繰
り
返
す
他
国
民
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
に
お

け
る
生
計
状
況
と
比
較
し
、
米
国
内
で
特
定
の
住
居
を
も
た
な
い
こ
と
が
消
極
的
要
因
と
さ
れ
る
。
米
国
滞
在
期
間
も
年
に
二
カ
月

程
度
と
い
っ
た
短
期
で
あ
れ
ば
、
客
観
的
に
は
「
一
定
し
た
恒
常
的
な
一
の
居
住
地
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い（

11
（

。
こ
れ
に
対
し
、
米
国

民
の
場
合
、
事
故
発
生
時
点
の
居
住
が
他
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
や
主
観
的
要
素
の
比
重
が
大
き
い
印
象
を
受
け
る
が
、
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そ
の
後
の
米
国
居
住
状
況
を
も
踏
ま
え
、
実
際
の
便
宜
を
図
っ
た
自
国
民
へ
の
配
慮
の
現
れ
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
運
送
人
と
旅
客
居
住
国
と
の
関
連
性
に
係
る
要
件
に
つ
い
て
、
条
約
交
渉
経
緯
を
背
景
と
し
た
慎
重
な
検
討
が
な
さ
れ
て

い
る
。
米
国
民
が
外
国
航
空
会
社
を
提
訴
す
る
事
件
で
は
、
米
国
裁
判
所
は
、
被
告
運
送
人
が
米
国
に
発
着
す
る
航
空
運
送
を
直
接

ま
た
は
間
接
的
に
役
務
提
供
し
、
国
内
の
施
設
で
運
送
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
か
否
か
、
そ
れ
ら
実
態
の
有
無
に
着
目
し
た
。
と
り

わ
け
後
者
に
関
し
、
運
送
人
が
米
国
市
場
向
け
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
航
空
券
販
売
・
宣
伝
活
動
を
展
開
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
施
設
」

用
語
を
拡
張
的
に
捉
え
る
こ
と
な
く
、
運
送
人
の
「
物
理
的
存
在
」
を
必
要
と
す
る
伝
統
的
解
釈
を
維
持
し
て
い
る
。

　

実
務
で
は
、
本
社
所
在
地
の
他
、
各
就
航
地
に
は
少
な
く
と
も
空
港
ま
た
は
市
内
に
事
業
所
を
構
え
、
運
航
・
営
業
そ
の
他
の
事

業
活
動
を
行
う
が
、
航
空
券
販
促
を
は
じ
め
と
す
る
消
費
者
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
関
し
て
言
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
取

引
が
も
は
や
主
流
で
あ
り
、
そ
の
対
象
国
・
地
域
は
幅
広
い
。
た
と
え
ば
、
他
社
が
運
航
す
る
提
携
便
に
お
い
て
航
空
運
送
役
務
を

提
供
す
る
場
合
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
発
着
国
消
費
者
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
し
て
も
、
当
該
国

で
自
己
の
事
業
所
を
設
置
し
て
活
動
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、Fifth�Jurisdiction

規
定
要
件
を
「
物
理
的
施
設
」
に
限
定

す
る
裁
判
所
の
判
断
は
、
現
代
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
い
て
も
運
送
人
に
過
大
な
負
担
を
与
え
る
虞
の
な
い
合
理
的
運
用
で
あ

る
と
評
価
で
き
る
。

2　

Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
適
用
の
問
題
点

　

米
国
の
裁
判
所
は
、
条
約
上
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
の
適
用
自
体
は
有
効
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
つ
。
そ
の
う
え
で
、
各
事
件
に
お
い
て
個

別
具
体
的
に
私
的
利
益
・
公
共
的
利
益
を
分
析
・
衡
量
し
、
訴
え
却
下
の
判
断
を
下
す
。
旅
客
の
人
身
事
故
に
関
し
て
は
、
既
に
米

国
裁
判
所
に
て
訴
訟
手
続
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
実
情
が
存
在
す
れ
ば
、
他
国
裁
判
所
に
お
け
る
当
事
者
の
費
用
・
負
担
を
考
慮
し
、

Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
よ
る
抗
弁
を
否
定
す
る
。
他
方
、
か
か
る
特
有
の
事
情
が
な
い
場
合
は
、
事
故
発
生
地
に
お
け
る
証
拠
の
優
位
性
が
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認
め
ら
れ
易
い
傾
向
が
窺
え
る（

11
（

。
米
国
民
が
米
国
航
空
会
社
と
締
結
し
た
運
送
契
約
に
基
づ
き
米
国
を
発
着
す
る
航
空
運
送
を
利
用

し
て
他
国
の
地
で
死
亡
し
た
事
件
で
は
、
当
該
国
の
裁
判
管
轄
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
し
て
訴
え
を
却
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
告

が
身
体
障
が
い
者
で
あ
り
、
物
理
的
・
経
済
的
に
他
国
で
裁
判
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
外
国
航
空
会
社
の
便
宜
に
優
先
し

て
、
米
国
の
裁
判
権
行
使
の
妥
当
性
を
肯
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、Fifth�Jurisdiction

に
基
づ
く
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
事
件
に

お
い
て
、
弾
力
的
に
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
を
運
用
し
て
他
国
の
裁
判
地
が
よ
り
適
切
か
否
か
を
現
実
的
か
つ
合
理
的
に
判
断
す
る
の
が
米
国

判
例
の
態
度
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
国
内
の
裁
判
地
問
題
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
国
際
裁
判
管
轄
の
規
範
に
影
響
を
及
ぼ
す
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
の
適
用
は
、
条

約
上
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
訴
訟
手
続
は
係
属
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
法
令
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
と
定
め
る
が

（
三
十
三
条
四
項
（、
米
国
に
よ
れ
ば
、
同
項
の
も
と
で
手
続
的
手
法
（procedural�tool

（
と
し
て
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
を
採
用
す
る
こ
と
は

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
制
定
者
も
意
図
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う（

11
（

。
翻
っ
て
、
条
約
起
草
過
程
に
お
い
て
同
項
の
文
言
が
変
更

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
条
約
解
釈
の
問
題
は
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
に
則
り
、
先
ず
以
っ
て
締
約
国
の
意
図
を
示

す
条
約
文
に
従
っ
て
誠
実
に
履
行
す
べ
き
と
の
見
方
も
あ
る（

11
（

。
少
な
く
と
も
、
条
約
三
十
三
条
一
・
二
項
は
、
提
訴
国
に
お
け
る
運

送
人
の
活
動
と
請
求
原
因
と
の
関
係
性
を
要
求
し
て
い
な
い（

11
（

。
ま
た
、
沿
革
的
に
、
事
故
発
生
地
を
管
轄
原
因
か
ら
排
除
し
て
い
る

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ワ
ル
ソ
ー
体
制
か
ら
承
継
さ
れ
、
締
約
国
は
、
世
界
の
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
偶
然
に

発
生
し
得
る
事
故
に
対
し
、
そ
の
発
生
地
を
所
管
す
る
国
の
裁
判
管
轄
に
服
さ
な
い
こ
と
に
同
意
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
事
者
便
益
に
か
か
わ
ら
ず
、
請
求
原
因
の
発
生
国
に
よ
る
裁
判
権
行
使
を
許
容
す
る
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
の
適
用
は
、
管
轄
原

因
を
明
確
に
限
定
し
た
条
約
起
草
者
の
企
図
な
い
し
締
約
国
の
期
待
に
沿
う
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法

理
適
用
に
よ
る
裁
判
所
の
柔
軟
な
個
別
的
判
断
は
、Fifth�Jurisdiction
要
件
を
本
来
充
足
す
る
場
合
に
も
訴
え
が
却
下
さ
れ
る
結

果
を
導
き
、
締
約
国
間
に
お
け
る
条
約
運
用
の
統
一
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
条
約
上
の
損
害
賠
償
請
求
期
間
が
到
達
日
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か
ら
二
年
で
あ
る
こ
と（

11
（

を
考
慮
す
れ
ば
、
た
と
え
訴
え
却
下
の
一
条
件
と
し
て
被
告
に
よ
る
当
該
抗
弁
援
用
放
棄
を
付
す
と
し
て
も
、

不
用
に
裁
判
手
続
を
複
雑
か
つ
長
期
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
旅
客
・
請
求
者
の
利
益
に
資
す
る
と
は
到
底
言
い
難
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

比
較
法
的
に
は
、
た
と
え
ば
Ｅ
Ｕ
で
は
、
裁
判
管
轄
規
則
を
統
一
化
す
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約（

1（
（

は
、
明
示
的
に
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
を
認

め
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
締
約
国
の
管
轄
権
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所
（
は
、
非
締

約
国
の
裁
判
所
が
よ
り
適
切
な
審
理
場
所
で
あ
る
と
の
理
由
に
よ
り
締
約
国
の
裁
判
所
が
管
轄
権
行
使
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
旨
を
判
示
し
て
い
る（

11
（

。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
の
立
法
経
緯
・
適
用
範
囲
は
異
な
る
も
の
の
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
規
定
に
関
し

て
も
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
締
約
国
の
多
分
な
裁
量
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
欧
州
法
秩
序
の
安
定
性
を
重
視
し
た
厳
格
な
解
釈
を
示
す
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
条
約
三
十
三
条
・
四
十
六
条
は
裁
判
管
轄
の
単
独
選
択
権
を
原
告
に
付
与
す
る

も
の
で
あ
り
、
国
内
手
続
法
に
よ
っ
て
そ
の
厳
然
た
る
選
択
を
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
米
国
裁
判
所
に
一
旦
提
起
さ
れ
た

事
件
の
管
轄
権
を
否
定
し
て
い
る（

11
（

。

3　

Fifth Jurisdiction

の
有
用
性

　

旅
客
が
居
住
国
発
着
旅
程
の
航
空
券
を
国
内
で
購
入
す
る
場
合
、
ワ
ル
ソ
ー
体
制
下
に
定
め
る
四
つ
の
管
轄
原
因
に
基
づ
き
、
居

住
国
の
裁
判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
契
約
運
送
人
お
よ
び
実
行
運
送
人
が
当
該
国
の
企
業
で
あ
れ
ば
、

「
住
所
地
」、「
主
た
る
営
業
所
」
は
当
該
国
と
な
る
。
仮
に
、
外
国
企
業
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
居
住
国
内
に
営
業
所
を
有
す

る
と
き
は
、
第
三
の
管
轄
原
因
で
あ
る
「
契
約
を
締
結
し
た
営
業
所
の
所
在
地
」
に
基
づ
き
当
該
国
の
裁
判
所
で
提
訴
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
締
約
国
内
に
所
在
す
る
運
送
人
の
一
営
業
所
に
お
い
て
損
害
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
航
空
運
送
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る

場
合
に
、
そ
の
営
業
所
所
在
地
の
裁
判
所
に
管
轄
権
を
認
め
る
も
の
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
、
第
四
の
管
轄
原
因
で
あ
る
「
到
達
地
」
と
は
、
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運
送
契
約
上
の
到
達
地
で
あ
っ
て
、
条
約
の
適
用
要
件
で
あ
る
到
達
地
（
一
条
二
項
（
と
同
じ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
現
実
に

は
、
正
規
運
賃
と
し
て
販
売
さ
れ
る
片
道
航
空
券
よ
り
も
割
引
運
賃
適
用
の
往
復
航
空
券
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
か

ら
、
当
該
国
を
出
発
地
と
す
る
往
復
航
空
券
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
旅
客
の
死
傷
の
要
因
と
な
っ
た
事
故
が
旅
程
上
の
他
国
で
発
生
し

た
と
し
て
も
、
約
定
の
到
達
地
は
当
該
居
住
国
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
旅
客
が
購
入
し
た
航
空
券
面
に
最
終
到
達
地
と
し

て
居
住
国
の
地
が
示
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
該
国
は
「
到
達
地
」
で
あ
る
か
ら
、
原
告
は
第
四
の
管
轄
原
因
要
件
を
満
た
す
こ

と
を
主
張
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
旅
客
が
居
住
国
以
外
の
他
国
を
発
着
地
と
す
る
往
復
航
空
券
、
あ
る
い
は
居
住
国
発
他
国
行
き

片
道
航
空
券
を
他
国
で
購
入
す
る
場
合
は
、
運
送
人
が
外
国
企
業
で
あ
れ
ば
、
通
常
は
本
店
所
在
地
お
よ
び
主
た
る
営
業
所
所
在
地

は
外
国
に
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
従
来
の
四
つ
の
管
轄
原
因
で
は
い
ず
れ
も
有
効
に
対
処
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
場
合
に
限
っ
て
は
、
被
告
運
送
人
が
旅
客
居
住
国
に
就
航
し
、
当
該
国
で
業
務
遂
行
す
る
と
き
は
、
原
告
側
に
と
っ
てFifth�

Jurisdiction

の
存
在
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　

運
送
人
に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ワ
ル
ソ
ー
体
制
下
で
は
、
旅
客
の
死
傷
に
対
す
る
運
送
人
の
責
任
は
有
限
と
さ
れ
て
い

た
た
め
、
い
か
な
る
締
約
国
で
裁
判
が
行
わ
れ
よ
う
と
も
最
大
賠
償
額
に
関
す
る
予
見
性
を
一
定
程
度
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

た
。
し
か
し
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
は
、
無
限
の
厳
格
責
任
原
理
を
採
用
す
る
か
ら
、
締
約
国
の
補
償
水
準
に
よ
っ
て
裁
定
の
振

れ
幅
が
大
き
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
旅
客
居
住
地
を
基
準
と
す
るFifth�Jurisdiction

は
、
運
送
人
側
に

配
慮
さ
れ
た
他
の
四
つ
の
管
轄
原
因
と
比
較
し
て
も
、
他
国
の
裁
判
権
に
服
す
る
蓋
然
性
を
高
め
、
運
送
人
に
不
安
定
な
裁
判
リ
ス

ク
を
も
た
ら
す
。
も
っ
と
も
、
旅
客
居
住
国
が
裁
判
権
を
有
す
る
に
は
、
現
に
運
送
人
が
当
該
国
に
旅
客
運
送
役
務
を
提
供
し
、
国

内
で
運
送
業
務
に
従
事
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
航
空
会
社
は
、
国
際
線
就
航
に
伴
っ
て
外
国
の
事
業
所
そ
の
他
施

設
で
事
業
活
動
を
行
う
場
合
、
当
該
国
適
用
法
令
遵
守
の
も
と
で
、
当
然
に
当
該
国
に
お
け
る
訴
訟
リ
ス
ク
を
予
測
し
、
適
切
な
管

理
体
制
の
構
築
に
努
め
る
。
他
社
提
携
を
通
じ
て
間
接
的
に
運
航
・
事
業
を
展
開
す
る
と
き
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
同
様
の
姿
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勢
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
各
国
裁
判
所
に
お
い
て
条
約
要
件
の
解
釈
が
保
守
的
に
運
用
さ
れ
る
限
り
、
運
送
人
の
応
訴
負
担
も
期

せ
ず
し
て
不
合
理
に
拡
大
す
る
懸
念
も
な
い
。

　

旅
客
の
本
国
を
想
定
す
るFifth�Jurisdiction

は
、
旅
客
・
請
求
者
に
と
っ
て
最
も
便
宜
の
良
い
地
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
義
は

な
い（

11
（

。
だ
が
別
の
視
点
で
は
、
同
一
事
故
に
お
い
て
旅
客
に
よ
っ
て
そ
の
補
償
に
差
が
現
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
公
平
性
を
め
ぐ
る

議
論
は
尽
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
偏
に
国
際
航
空
運
送
の
更
な
る
発
展
を
推
進
す
る
な
ら
ば
、
利
用
者
の
公
正
な
保
護
と
利
便

の
確
保
は
一
層
図
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
限
定
的
と
は
い
え
、Fifth�Jurisdiction

が
条
約
上
の
裁
判
管
轄
の
間
隙
を
埋

め
、
運
送
人
と
旅
客
の
利
益
の
衡
平
な
均
衡
の
達
成
に
機
能
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

五　

む
す
び
に
か
え
て

　

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
社
会
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
、
航
空
会
社
は
、
世
界
各
地
を
つ
な
ぐ
路
線
網
を
拡
充
し
て
き
た
。
そ
の
手
法
は
、

自
社
便
の
海
外
進
出
か
ら
、
航
空
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
・
共
同
事
業
・
資
本
業
務
提
携
ま
で
多
岐
に
亘
る
。
こ
う
し
て
、
今
日
で
は
我
が

国
の
国
内
線
利
用
者
に
目
を
転
じ
て
も
、
国
際
色
豊
か
な
様
相
と
な
っ
た
が（

11
（

、
航
空
券
面
上
、
国
内
線
と
国
際
線
の
乗
継
ぎ
を
伴
う

旅
程
が
条
約
に
定
め
る
「
国
際
運
送
」
に
該
当
す
る
場
合
、
た
と
え
国
内
区
間
の
運
送
中
に
生
じ
た
人
身
事
故
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

Fifth�Jurisdiction

の
も
と
、
被
害
旅
客
が
居
住
す
る
他
国
の
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
前
記
の
と
お
り
、
航
空
会
社
と
し
て
は
、
自
社
便
を
運
航
す
る
国
の
み
な
ら
ず
、
提
携
パ
ー
ト
ナ
ー
の
就
航
地
で
運
送
業
務
を

行
う
国
々
を
含
め
、
十
分
に
広
く
訴
訟
リ
ス
ク
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
参
加
国
の

増
加
に
よ
る
地
理
的
拡
大
と
、
各
国
裁
判
所
に
お
け
る
判
例
蓄
積
を
ま
ち
な
が
ら
、
裁
判
管
轄
に
係
る
国
際
規
範
の
よ
り
統
一
的
か

つ
安
定
的
な
運
用
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
1
（　

一
九
九
九
年
五
月
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て
の
あ
る
規
則
の
統
一
に
関
す
る
条
約

（Convention�for�the�U
nification�of�Certain�Rules�for�International�Carriage�by�A

ir

（」
は
旅
客
の
死
傷
・
手
荷
物
・
貨
物

の
損
害
に
係
る
運
送
人
の
責
任
・
賠
償
範
囲
等
を
規
律
す
る
。
日
本
は
二
〇
〇
〇
年
に
締
結
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
に
発
効
。

（
（
（　

国
際
民
間
航
空
機
関
（ICA

O

（、
国
際
航
空
運
送
協
会
（IA

T
A

（W
orld�T

ransport�Statistics

に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
九
年
の

世
界
の
航
空
旅
客
数
は
約
四
五
億
人
と
な
り
、
一
九
九
九
年
か
ら
約
三
〇
億
人
増
加
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
〇
年
はCO

V
ID

-1（

の

影
響
に
よ
り
航
空
需
要
が
急
減
し
、
特
に
国
際
線
旅
客
市
場
は
危
機
的
事
態
に
陥
っ
て
い
る
。

（
（
（　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
締
約
国
は
二
〇
二
〇
年
七
月
時
点
で
一
三
七
カ
国
で
あ
る
。

（
（
（　

航
空
運
送
会
社
以
外
に
よ
る
無
償
の
国
際
運
送
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
（
一
条
一
項
（。

（
（
（　

条
約
上
「
事
故
（accident

（」
は
、
米
国
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
「
旅
客
に
と
っ
て
予
期
せ
ぬ
、
ま
た
は
通
常
で
は
な
い
、
外
因
的

な
出
来
事
（an�unexpected�or�unusual�event�or�happening�that�is�external�to�the�passenger

（」
と
定
義
さ
れ
（A

ir 
France v. Saks,�（（0�U

.S.�（（（�（1（（（

（（、
実
務
上
定
着
し
て
い
る
。

（
6
（　

国
際
裁
判
管
轄
と
と
も
に
国
内
土
地
管
轄
も
定
め
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
各
国
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
原
茂
太
一
「
ワ
ル
ソ
ー
条

約
に
お
け
る
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
」
空
法
第
二
六
号
（
一
九
八
五
（
五
五
―
五
八
頁
参
照
。

（
（
（　

締
約
国
は
、
一
部
運
送
を
除
き
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
に
い
か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
五
十
七
条
（。

（
（
（　

藤
田
勝
利
『
新
航
空
法
講
義
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
（、
二
〇
三
頁
参
照
。

（
（
（　

コ
ー
ド
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
、
坂
本
昭
雄
＝
三
好
晉
『
新
国
際
航
空
法
』（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
九
九
年
（
九
九
頁
参
照
。

（
10
（　

一
方
の
運
送
人
に
対
し
て
の
み
訴
訟
提
起
さ
れ
る
場
合
は
、
当
該
運
送
人
は
、
他
方
の
運
送
人
に
対
し
訴
訟
手
続
へ
の
参
加
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
十
五
条
（。

（
11
（　

一
九
二
九
年
一
〇
月
に
ワ
ル
ソ
ー
で
署
名
さ
れ
た
「
国
際
航
空
運
送
に
つ
い
て
の
あ
る
規
則
の
統
一
に
関
す
る
条
約
（Convention�

for�the�U
nification�of�Certain�Rules�Relating�to�International�Carriage�by�A

ir

（」
は
一
九
三
三
年
二
月
に
発
効
。
一
九
五

五
年
九
月
に
は
一
部
を
改
正
す
る
ヘ
ー
グ
議
定
書
が
採
択
さ
れ
、
そ
の
後
、
国
際
航
空
実
務
の
変
貌
に
応
じ
て
運
送
人
責
任
限
度
額
の
引

上
げ
等
の
目
的
で
、
補
足
条
約
・
複
数
の
議
定
書
が
加
え
ら
れ
た
。
一
九
六
一
年
グ
ァ
ダ
ラ
ハ
ラ
条
約
、
一
九
七
一
年
・
一
九
七
五
年

グ
ァ
テ
マ
ラ
各
議
定
書
、
一
九
七
五
年
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
各
議
定
書
で
あ
り
、
航
空
運
送
人
の
有
限
責
任
お
よ
び
過
失
推
定
主
義
を
主
軸
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と
す
る
枠
組
み
を
ワ
ル
ソ
ー
体
制
（W

arsaw
�System

（
と
い
う
。

（
1（
（　

物
価
変
動
に
応
じ
て
五
年
に
一
度
賠
償
限
度
額
を
見
直
す
こ
と
を
定
め
る
（
二
十
四
条
（。
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
八
日
に
は
十
年

ぶ
り
に
十
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
上
げ
ら
れ
、
改
正
限
度
額
は
、
旅
客
の
死
傷
に
は
十
二
万
八
八
二
一
特
別
引
出
権
（
Ｓ
Ｄ
Ｒ
（、
貨
物

の
損
害
に
は
一
㎏
あ
た
り
二
二
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
手
荷
物
は
一
人
あ
た
り
一
二
八
八
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
旅
客
の
延
着
に
は
五
三
四
六
Ｓ
Ｄ
Ｒ
と
な
っ
た
。

（
1（
（　

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
成
立
経
緯
・
特
色
概
要
は
、
藤
田
・
前
掲
注（
（
（、
一
九
七
―
二
〇
六
頁
、
坂
本
＝
三
好
・
前
掲
注（
（
（、

二
七
七
―
二
九
〇
頁
、
参
照
。

（
1（
（　See�D

evendra�Pradhan,�T
he Fifth Jurisdiction under the M

ontreal Liability Convention: W
andering A

m
erican 

or W
andering E

verybody,�6（�J.�A
ir�L.�&

�Com
.�（1（�（（00（

（�at�（（（

（
1（
（　ICA

O
,�International�Conference�on�A

ir�Law
,�V

ol.II,�D
ocum

ents,�1（（（�D
oc.�（（（（

―D
C/（

（
16
（　See�Blanca�I.�Rodriguez,�R

ecent D
evelopm

ents in A
viation Liability Law

,�66�J.�A
ir�L.�&

�Com
.�（1�（（001

（�at�（（

（
1（
（　

前
掲
注（
11
（参
照
。

（
1（
（　See�ICA

O
,�supra�note�1（,�at�10（

（
1（
（　See�ICA

O
,�supra�note�1（,�at�10（

（
（0
（　See�ICA

O
,�supra�note�1（,�at�10（

―10（

（
（1
（　See�Pradhan,�supra�note�1（,�at�（1（,�（（（

（
（（
（　See�ICA

O
,�supra�note�1（,�at�1（（

―1（（

（
（（
（　G

lenda M
. H

ornsby v. Lufthansa G
erm

an A
irlines,�（（（�F.�Supp.�（d�11（（,�11（（

―（（�（C.D
.�Cal.�（00（

（

（
（（
（　Boo Ja Choi v. A

siana A
irlines, Inc.,�Case�N

o.1（-cv-0（（（（-JST
,�（N

.D
.�Cal.�Jan.�（（,�（01（

（

（
（（
（　M

ary E
rw

in-Sim
pson v. A

irA
sia Berhad,�（（（�F.�Supp.�（d�（�（D

.D
.C.�（01（

（

（
（6
（　

確
か
に
、
米
国
は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
起
草
時
に
も
航
空
機
事
故
に
関
す
る
重
要
判
例
を
示
し
、Fifth�Jurisdiction

の
設
定

が
外
国
人
原
告
に
よ
る
法
廷
地
漁
り
（Forum

�Shopping

（
を
抑
制
し
得
る
と
期
待
す
る
一
方
、
よ
り
適
切
で
代
替
可
能
な
他
国
の
裁

判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
外
国
人
に
よ
る
訴
え
を
却
下
す
る
と
の
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。ICA

O
,�supra�note�1（,�at�1（1

―1（（

。

（
（（
（　

三
好
晉
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
航
空
事
故
損
害
賠
償
事
件
訴
訟
の
あ
る
特
性
に
つ
い
て
」
空
法
第
二
六
号
（
一
九
八
五
（
二
八
頁
。
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（
（（
（　

Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
詳
細
は
、Piper A

ircraft Co. v. R
eyno,�（（（�U

.S.�（（（�

（1（（1

（
が
参
照
さ
れ
る
。
Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
に
関
す
る
主
要

判
例
は
、
三
好
・
前
掲
注（
（（
（に
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（　In re�A

ir�Crash�O
ver�M

id-A
tlantic�on�June�1,�（00（,�（60�F.�Supp.�（d�（（（�（N

.D
.�Cal.�（010

（

（
（0
（　K

atsuko H
osaka v. U

nited A
irlines, Inc.,�（0（�F.（d�（（（�（（th�Cir.�（00（

（

（
（1
（　Sonia D

elgado v. D
elta A

irlines Inc.,�（（�F.Supp.（d�1（61�（S.D
.�Fla.�（01（

（

（
（（
（　

ウ
エ
ス
ト
・
カ
リ
ビ
ア
ン
航
空
機
墜
落
事
故
の
フ
ラ
ン
ス
人
遺
族
代
表
原
告
が
フ
ロ
リ
ダ
州
に
て
提
起
し
た
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
は
、

Ｆ
Ｎ
Ｃ
法
理
適
用
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
（Cour�de�Cassation

（
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
海
外
県
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク

は
代
替
裁
判
地
と
し
て
利
用
不
可
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
た
。
原
告
は
原
審
無
効
を
求
め
て
提
訴
し
た
が
、
控
訴
審
に
お
い
て
地
裁
の
裁
量

権
濫
用
を
認
め
ず
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
判
決
は
米
国
判
決
を
破
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（H

enri G
albert v. W

est 
Caribbean A

irw
ays,�（1（�F.（d�1（（0�（11th�Cir.�（01（

（（。

（
（（
（　R

ehab E
ldeeb v. D

elta A
ir Lines, Inc.,�Civil�N

o.1（-11（（�

（D
SD

/T
N

L

（�（D
.�M

inn.�（01（

（,�appeal�docketed,�N
o.�1（

―

106（�（（th�Cir.�（01（

（

（
（（
（　M

ary D
ordieski v. A

ustrian A
irlines, A

G
,�N

o.（�1（CV
1（0-PPS/PRC�（N

.D
.�Ind.�（016

（

（
（（
（　

二
〇
一
三
年
七
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
空
港
で
着
陸
失
敗
し
た
ア
シ
ア
ナ
航
空
運
航
便
の
搭
乗
旅
客
二
名
が
提
起
し
た
損
害
賠
償

請
求
訴
訟
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
事
故
後
に
治
療
の
た
め
三
カ
月
滞
在
し
た
こ
と
を
も
っ
て
米
国
が
事
実
上
の
主
た
る
居
住
地
と

な
っ
た
と
す
る
外
国
籍
原
告
の
主
張
を
認
め
て
い
な
い
（In R

e:�A
ir�Crash�at�San�Francisco,�California,�on�July�6,�（01（,�（01（�

W
L�（（（（6（（�（N

.D
.�Cal.�（01（

（（。

（
（6
（　

航
空
機
事
故
に
つ
い
て
、Fifth�Jurisdiction

適
用
事
件
で
は
な
い
が
、
米
国
人
旅
客
遺
族
・
米
国
企
業
を
当
事
者
に
含
み
、
訴
訟

の
行
方
が
米
国
の
利
益
に
関
わ
り
得
る
と
し
な
が
ら
、
他
国
の
裁
判
権
に
配
慮
し
た
最
近
の
判
断
が
あ
る
。
二
〇
一
四
年
三
月
、
ク
ア
ラ

ル
ン
プ
ー
ル
発
北
京
行
き
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
運
航
便
が
失
踪
し
、
乗
員
乗
客
二
三
九
名
全
員
が
死
亡
推
定
さ
れ
た
事
故
に
関
し
て
、
旅
客

遺
族
ら
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
訴
訟
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
国
営
航
空
会
社
の
事
故
調
査
に
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
が
主
導
的
役
割
を
務
め
、
マ

レ
ー
シ
ア
国
内
に
は
重
要
証
人
・
証
拠
も
多
数
存
在
し
、
複
数
の
訴
訟
が
係
属
中
で
あ
る
と
い
っ
た
事
情
が
考
慮
さ
れ
、
私
的
利
益
と
公

共
的
利
益
の
比
較
衡
量
に
よ
り
訴
え
を
却
下
し
た
（Sm

ith v. M
alaysia A

irlines Berhad,�（（6�F.（d�60（�（D
.C.�Cir.�（0（0

（（。
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（
（（
（　A

llan�I.�M
endelsohn,�et�al.,�T

he U
nited States vs. France: A

rticle 33 of the M
ontreal Convention and the 

D
octrine of Forum

 N
on Conveniens,�（（�J.�A

ir�L.�&
�Com

.�（6（�（（01（

（�at�（（1

―（（（
（
（（
（　See�D

ieterich,�K
atherine�R.,�

“Forum
 N

on Conveniens and the W
arsaw

 Convention: Leaving the T
urbulence 

Behind? ,

”�Hofstra�Law
�Review

:�V
ol.�（（:�Iss.�（,�A

rticle�10.�（（00（

（�at�6

―（,�（1,�（（

（
（（
（　See�W

alker,�Gregory�C.,�

“Doing Business in M
ontreal: T

he E
ffects of the A

ddition of Fifth Forum
 Jurisdiction 

under the M
ontreal Convention,

”�Penn�State�International�Law
�Review

:�V
ol.�（（:�N

o.�1,�A
rticle�6.�（（00（

（�at�1（0,�1（（

（
（0
（　

二
年
の
出
訴
期
限
（
三
十
五
条
一
項
（
は
時
効
と
解
す
る
の
が
通
説
だ
が
、
除
斥
期
間
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
藤
田
・
前
掲
注（
（
（、

一
八
三
―
一
八
四
頁
、
坂
本
＝
三
好
・
前
掲
注（
（
（、
二
三
六
頁
参
照
。

（
（1
（　

一
九
六
八
年
九
月
に
制
定
さ
れ
た
「
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
お
よ
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
条
約

（Convention�on�jurisdiction�and�the�enforcem
ent�of�judgm

ents�in�civil�and�com
m

ercial�m
atters

（」
二
条
で
は
、
被
告

住
所
地
の
締
約
国
が
管
轄
権
を
も
つ
こ
と
を
定
め
る
。

（
（（
（　A

ndrew
 O

w
usu v N

. B. Jackson,�Case�C-（（1-0（

（M
ar.�1,�（00（

（

（
（（
（　H

enri G
albert v. W

est Caribbean A
irw

ays,�（1（�F.（d�1（（0�（11th�Cir.�（01（

（.

前
掲
注（
（（
（参
照
。

（
（（
（　

原
茂
・
前
掲
注（
6
（、
五
一
頁
・
六
七
頁
。

（
（（
（　

原
茂
・
前
掲
注（
6
（、
七
二
頁
。

（
（6
（　Pradhan,�supra�note�1（,�at�（（（

（
（（
（　

も
っ
と
も
、CO

V
ID

-1（

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
伴
う
感
染
拡
大
防
止
と
し
て
各
国
入
国
制
限
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
自
由
な
国
際

移
動
が
制
限
さ
れ
、
前
掲
注（
（
（の
と
お
り
二
〇
二
〇
年
の
国
際
線
旅
客
運
送
実
績
は
大
幅
減
少
し
、
国
内
線
に
も
深
刻
な
影
響
が
生
じ

て
い
る
。




